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平成２９年度省エネルギー設備の導入・運用改善による
中小企業等の生産性革命促進事業における省エネ診断　業務委託契約書

一般社団法人 環境共創イニシアチブ（以下「甲」という。）と●●貴法人名●●（以下「乙」という。）とは、次のとおり業務委託契約（以下「本契約」という。）を締結する。

第１条（委託業務）
甲は、本契約書及び平成２９年度省エネルギー設備の導入・運用改善による中小企業等の生産性革命促進事業における省エネ診断委託業務仕様書（以下「仕様書」という。）に基づき、「平成２９年度省エネルギー設備の導入・運用改善による中小企業等の生産性革命促進事業」（以下「本事業」という。）における、省エネ診断（以下「本業務」という。）を本契約により乙に委託し、乙はこれを受託する。

第２条（委託の制限）
乙は、本業務を甲の承諾を得ず本業務の全部又は一部を第三者に再委託又は請負わせてはならない。ただし、乙を幹事者とするコンソーシアムを設立する場合は、コンソーシアムを構成する法人及び団体等に本業務の全部又は一部の実施をさせることができる。その場合、乙は当該法人及び団体にも本契約を遵守させるものとし、本業務に関する責任は幹事者が負うものとする。

第３条（業務の内容）
乙が受託する本業務の範囲及び内容は、別途甲が乙に提供する仕様書に定める。
２．乙は、本業務遂行にあたり、実施に支障や課題が生じた場合には、遅滞なく甲に報告するものとする。

第４条（契約期間）
本契約の期間は、契約締結日より平成３１年３月３１日までとする。

第５条（費用）
省エネ診断費用は、仕様書に記載された費用とする。なお、本業務に係る交通費、宿泊費は別途甲が定める旅費規程に準じて実費を支払う。
２．甲は、仕様書に定める省エネ診断結果報告書を乙が提出しない限り、前項に定める費用を支払うことを要さない。

第６条（費用の支払方法）
前条の規定に基づく甲より乙への費用の支払いは、原則月次払いとする。
２．乙は期日までに実施した省エネ診断の費用を書面により甲に請求するものとする。

３．甲は前項による請求に関し、その根拠や額の相当性について必要な審査を行い、これが適切であると認めたのち、相当と認める額を支払うものとする。

第７条（業務の変更）
甲及び乙は、本業務の過程において業務の内容を変更する必要が生じた場合には、両者協議の上当該変更が合理的と認められる範囲内において、業務の内容を変更することができるものとする。
２．前項に基づく業務の内容の変更により、業務の費用を変更する必要が生じた場合には、甲乙協議の上業務の費用を変更するものとする。ただし、乙が変更前の業務の内容に基づき既に支出した費用については、業務の内容の変更の如何に関わらず甲は乙に支払うものとする。

第８条（業務報告・検収）
　　乙は、甲の要求に応じて、本業務の進捗状況等を甲に報告しなければならない。
２．乙は、本業務の終了後、指定された期日内に甲に完了報告をするものとする。甲は乙の完了報告を受領後に業務が完了していることの検収を行う。
３．甲が乙の成果物を検収し内容に不備があった場合、乙は修正し甲及び補助事業者に再提出をしなければならない。なお、修正に要する一切の費用は乙の負担とする。

第９条（秘密の保持等）
乙は、本業務の実施に関連して知り得た業務上、技術上の秘密情報（本業務に係わる関係者の情報を含む。以下併せて「秘密情報」という。）の秘密を保持し、甲の事前の書面による承諾を得ることなしに秘密情報を第三者に開示、漏洩せず、また本業務以外の目的に使用してはならない。
２．乙は、本業務遂行の目的のために必要かつ最小限の範囲を越えて、秘密情報を複写・複製してはならない。複写複製されたものはこれを秘密情報とする。
３．乙は、本契約が終了し不要となった場合又は甲の要求のある場合には、秘密情報を甲に速やかに返却するものとし、甲の承諾がある場合には、自らの責において第三者に漏洩しないための措置をとって破棄しなければならない。ただし、法令又は内部規定等により、保存が義務づけられる秘密情報については、引き続き秘密保持義務を負う条件の下で、当該秘密情報を保存することができる。

第１０条（第三者の損害・免責）
乙の、本業務遂行にともない、乙の責に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙はその責任と負担においてこれを解決し、甲に損害を与えないものとする。

第１１条（権利義務の譲渡等の禁止）
乙は、あらかじめ甲の承諾を得なければ、本契約上の地位又は権利義務を第三者に譲渡し、
又は担保に供する等の一切の処分をすることができない。


第１２条（法令等の遵守）
乙は、本業務の履行にあたり、法令、行政指導等を遵守するとともに、甲又は第三者に損害を与えないように細心の注意を払わなければならない。

第１３条（損害賠償）
甲及び乙は、本契約上の義務違反あるいは自己の責めに帰すべき事由により、相手方が損害を被り又は損失、責任、費用等を負担することとなった場合には、相手方の要求に応じて、相当因果関係の範囲内で現実に生じた通常損害を相手方に賠償するものとする。

第１４条（契約の解除）
甲及び乙は、相手方に次の各号の一に該当する事由が生じた場合には、何らの手続をすることなく、本契約の全部又は一部を解除することができる。
（1） 本契約の条項の一に違反した場合。
（2） 乙が正当なる理由なく本業務に着手せず、又は本業務を中断し履行する見込みがない場合。
（3） 仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送された場合。
（4） 支払の停止があったとき、又は破産、民事再生、会社更生の手続き開始もしくは特別清算開始その他これらに類似する法的倒産手続開始の申立（日本国外における同様の申立てを含む。）があった場合。
（5） 本業務に関して行われる監督又は検査に際して、自ら又は使用人が不正行為を行い又は監督官等の職務の執行を妨げた場合。
（6） その他当事者間の信頼関係を著しく損ない、本契約を継続しがたい重大な事由が発生した場合。
２．前項各号のいずれかに該当した当事者は、相手方に対する一切の金銭債務につき期限の利
益を喪失し、直ちに弁済するものとする。
３．本条の規定に基づく本契約の解除は、甲又は乙による相手方に対する損害賠償の請求を妨
げないものとする。

第１５条（著作権等の帰属）
本業務の実施にともない、あるいはその成果物として乙から甲に提供された報告書等に関する著作権その他の無体財産権はその引渡しと同時に甲に帰属する。

第１６条（協議）
本契約に定めのない事項及び本契約の各条項の解釈に疑義を生じた事項については、甲乙誠意をもって協議して解決するものとする。

第１７条（合意管轄）
本契約に関して甲乙間で紛争が生じ訴訟を必要とする場合には、訴訟物の価額に従い、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意裁判所とする。



本契約締結の証として、本書２通を作成し、甲乙記名捺印の上、各１通を保有する。



　平成３０年８月６日


甲　　東京都中央区銀座二丁目１６番７号
一般社団法人 環境共創イニシアチブ
代表理事　　赤池　学



乙　　東京都●●区●●一丁目一番一号
●●貴法人名●●
代表取締役　●●氏名●●







